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令和８年度 

相模原市住宅用初期費用ゼロ 

太陽光発電設備等導入補助金  

申請の手引き 

（事業者向け） 
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令和８年度  申請期間 

令和８年５月１日（金）～ 令和９年１月２９日（金） 必着 

※予算額に達した時点で申請の受付を終了いたします。 

 

※本手引きは、初期費用ゼロサービスの提供を行う事業者向け手引きです。 

令和８年５月現在 
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はじめに                                      

＜令和７年度からの主な変更点＞ 

・提出書類は原則、電子メールで電子データをご提出ください。なお、電話等により担当

者の本人確認を行うことがあります。書面で提出する場合は、持参又は郵送でご提出い

ただくとともに、電子データもお送りください。 

 

１．事業の概要                                   

【初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入の仕組み】 

住宅に太陽光発電設備等を設置する際に、事業者がその費用を負担し、住宅所有者は事

業者に月々リース料金又は電気料金を支払うことで、設備等導入時の初期費用がかからな

い仕組みです。 

 

【事業スキーム】 

契約は事業者と住宅所有者で直接行っていただき、個々の契約に市は関与しません。ま

た市は設備等の設置に関して保証等いかなる責任を負うものではありません。 

住宅所有者において、太陽光発電設備等の導入に係る初期費用が原則としてゼロとなる

もので、リースや電力購入に伴う月々の料金の支払いは発生します。 

本事業は、市が補助金を交付することで月々の支払料金を低減し、より市民の方々に活

用いただくためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※プラン登録に係る流れは①～③までです。プラン登録の後、補助金制度は④以降です。

本手引きでは、④以降の補助金申請の流れについて御案内します。 

 

 

相模原市 事業者 
①プラン登録申請 ⑧補助金申請 

⑪実績報告 

②プラン登録 
⑨補助金交付決定 
⑫補助金交付 

③登録プラン 
の周知 

④相談・見積依頼 
⑬月々の料金支払

い 
⑤現地調査 

⑦契約 

⑩設備設置 
⑬利用料金還元 

市民 

⑥契約前相談 



-3- 
 

 

 

２ 補助金の要件等                                

2-1 申請者                                  

 相模原市住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入プランの登録に関する要綱に基づき

プラン登録を行った事業者が申請書を提出します。 

 

2-2 対象事業                                 

 登録プランにより太陽光発電システムを市内に設置する事業であり、次の要件を満たす

ものとなります。主な要件を抜粋していますので、詳細は要綱をご確認ください。 

 ・住宅所有者と登録プラン提供者で契約が締結され、設置工事が行われるもの。 

 ・リース又は電力販売を行う補助事業者に対して補助金が交付された上で、補助金の交

付額相当分がサービス料金から控除されるものであること。ただし、電力販売を行う

事業者が神奈川県内に本社を有する場合は、交付額相当分の５分の４とすることがで

きる。 

 ・住宅の所有者に対し、補助金の交付申請をすること及び補助金の交付額相当分が控除

されていることが説明されていること。 

 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価

格買取制度（FIT）の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 

 ・補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J-クレジット制度への登

録を行わないこと。 

 ・国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交

付要綱及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に則ったものであること。 

 

 

 ◎ 登録プランは相模原市ホームページに掲載しています。 

 ◎ 神奈川県が実施する神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金との併用が

可能です。 

 ◎ 相模原市が実施する住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金との併用はできま

せん。 

    

 

2-3 補助金額 

 

補助金の申請は契約後になりますが、予算の都合により、必ず想定した金額が補助

されるとは限りませんので、御了承ください。 

予算状況等については、契約前に一度御相談ください。 

補助金申請 
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 〇太陽光発電設備 

    ７万円／kW（上限５kW） 

   ※市内事業者が施工した場合、３万円を加算 

※補助上限 

市外事業者施工の場合、 ７万円×５kW＝３５万円  

市内事業者施工の場合、１０万円×５kW＝５０万円 

 

 〇蓄電池 

   蓄電池の導入に係る補助対象経費に３分の１を乗じた額  

（１kWh 当たり１５．５万円の３分の１を上限とし、算出された額に千円未満の端数 

が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。） 

   ※補助上限 ５１万円 

＜算出方法＞ 

事例１）蓄電池容量：8.5kWh 

設備費（税抜）1,200,000 円 

工事費（税抜）150,000 円 

県補助金 120,000 円 の場合 

・単価：144,705 円((1,200,000 円＋150,000 円-120,000 円)÷8.5kWh) 

・補助額：410,000 円(1,200,000 円＋150,000 円-120,000 円)×1/3 

 

事例２）蓄電池容量：8.0kWh 

設備費（税抜）1,200,000 円 

工事費（税抜）250,000 円の場合 

・単価：181,250 円((1,200,000 円＋250,000 円)÷8kWh) 

・補助額：483,333 円（1,200,000 円+250,000 円）×1/3 

          ⇒408,000 円(155,000 円×1/3×8kWh) 

    ※１kWh 当たり 15．5 万円の 3 分の 1 を上限とし、算出された額に千円 

未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

事例３）蓄電池容量：12.5kW 

設備費（税抜）1,500,000 円 

工事費（税抜）250,000 円 

県補助金 120,000 円 の場合 

・単価：130,400 円((1,500,000 円＋250,000 円-120,000 円)÷12.5kWh) 

・補助額：543,333 円(1,500,000 円＋250,000 円-120,000 円)×1/3 

    ⇒510,000 円（上限 510,000 円のため） 
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３ 補助金等手続きの流れ                                  

手続きの流れ 

 申請者（事業者） 相模原市（ゼロカーボン推進課） 

契
約
前
相
談 

 
 

申
請 

 

 

 

 

審
査 

  

交
付
決
定 

  

事
業
着
手 

  

実
績
報
告 

  

審
査 

 
 

額
確
定 

  

請
求 

  

支
払
い 

 

 

 

 
 

 

申請書 

請求書 

交付 

◆令和 8 年５月１日（金）から 
令和９年１月２９日（金）まで 

 
補助金申請に必要な書類は、
手引き P.6 4-2 交付申請書
類を御確認ください。 

申請書受理 

審査 

交付決定 
交付決定通知書の送付 

請求書受理 

口座支払い 

申請書提出 
（必着） 

請求書作成 

口座着金 ◆請求書提出
から約 2～3
週間後 

※着金時の通知はありませんので、通帳を
ご確認いただくようお願いいたします。 

交付決定通知書の受領 

工事着工 
（事業着手） 

実績報告提出 

◆事業完了の日から 30 日以内又は補助事業を行
う年度の 2 月末日のいずれか早い日まで 

実績報告に必要な書類は、手引き P.7 5-2 実績
報告書類を御確認ください。 

実績 

報告 実績報告受理 

審査 

額確定通知書の受領 
額の確定 

額確定通知書の送付 
額確定 

◆市から補助金等の額確
定通知書を受領次第速
やかに提出 

補助金請求に必要な書類
は、手引き P.8 6-2 請
求書類を御確認ください。 

契約前相談 契約前相談 
（予算枠等の確認） 
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４ 交付申請                                   

4-1 受付期間 

 補助金の交付申請書の受付期間は次のとおりです。 

 

 

※予算額に達した時点で申請の受付を終了いたします。 

 

4-2 交付申請書類 

申請に際しては、次の書類を提出してください。様式は市ホームページに掲載していま

す（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1020272.html） 

・相模原市住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(第 1 号様式） 

・補助事業等計画書（第２号様式） 

・収支予算書（第３号様式） 

・補助金等概要調書（第４号様式） 

・補助事業申請に係る誓約書（第５号様式） 

・役員等氏名一覧表（第６号様式） 

・太陽光発電設備の設備費等の経費が確認できる見積書等 

・蓄電池の設備費等の経費が確認できる見積書等（蓄電池を導入する場合に限る。） 

・登録プランに係る契約書の写し 

・補助事業により導入した設備が処分制限期間満了まで継続的に使用するための必要な措

置等が証明できる書類 

・初期費用ゼロサービス契約期間内の住宅所有者の利用料の合計額から補助金交付額相当

分が控除されることが分かる書類（任意様式） 

・補助金の交付申請をすること及び補助金交付額相当分が住宅所有者に還元されることが

説明されたことを示す書類（任意様式） 

・未納の税額がない証明書（当該申告の義務を有する者に限る。） 

・その他市長が必要と認める書類 

 

4-3 申請方法 

原則、電子メールで電子データをご提出ください。書面で提出する場合は、持参又は郵

送でご提出いただくとともに、電子データもお送りください。 

 

4-4 申請書類の提出先 

相模原市 環境経済局 環境部 ゼロカーボン推進課  

初期費用ゼロ太陽光発電設備導入補助金担当 宛 

住所：〒２５２－５２７７  相模原市中央区中央２－１１－１５ 

メールアドレス：kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

受付期間 令和８年５月１日（金）から令和９年１月２９日（金）まで 

 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1020272.html
mailto:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
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５ 実績報告                                    

5-1 報告期間 

 実績報告の報告期間は次のとおりです。 

 

5-2 実績報告書類 

実績報告に際しては、次の書類を提出してください。様式は市ホームページに掲載して

います

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1020272.html） 

・補助事業等実績報告書（第１０号様式） 

・収支予算書（第１１号様式） 

・補助事業等実績調書（第１２号様式） 

・太陽光発電設備の設備費等の経費が確認できる領収書等 

・蓄電池の設備費等の経費が確認できる領収書等（蓄電池を導入する場合に限る） 

・太陽光発電システムの設置状況を示す写真 

・太陽光発電システムを設置した建物の全景写真 

・設置した太陽光発電システムの型番を示す写真 

・設置した蓄電池の型番を示す写真（蓄電池を導入する場合に限る） 

・太陽光発電設備と蓄電池が連系していることが確認できる書類（単線結線図等）（蓄電池

を導入する場合に限る。） 

・その他市長が必要と認める書類 

⇒導入した機器が未使用品であることが確認できる書類（任意様式又は保証書の写し等） 

 

5-3 提出方法 

原則、電子メールで電子データをご提出ください。書面で提出する場合は、持参又は郵

送でご提出いただくとともに、電子データもお送りください。 

 

5-4 実績報告書類の提出先 

相模原市 環境経済局 環境部 ゼロカーボン推進課  

初期費用ゼロ太陽光発電設備導入補助金担当 宛 

住所：〒２５２－５２７７  相模原市中央区中央２－１１－１５ 

メールアドレス：kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

 

 

 

報告期間  事業完了の日から 30 日以内又は 

補助事業を行う年度の 2 月末日のいずれか早い日まで 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/hojyo/1020272.html
mailto:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
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６ 補助金請求                                    

6-1 補助金請求 

 請求書の提出期間は次のとおりです。 

 

6-2 請求書類 

 補助金請求に際しては、次の書類を提出してください。 

・補助金等交付請求書（第１４号様式） 

・補助金等交付決定通知書の写し 

・補助金等の額確定通知書の写し 

 

6-3 提出方法 

原則、電子メールで電子データをご提出ください。書面で提出する場合は、持参又は郵

送でご提出いただくとともに、電子データもお送りください。 

 

6-4 請求書類の提出先 

相模原市 環境経済局 環境部 ゼロカーボン推進課  

初期費用ゼロ太陽光発電設備導入補助金担当 宛 

住所：〒２５２－５２７７  相模原市中央区中央２－１１－１５ 

メールアドレス：kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

 

 

７ お問い合わせ先                                    

  相模原市 環境経済局 環境部 ゼロカーボン推進課 

住所：〒２５２－５２７７ 

相模原市中央区中央２-１１-１５ 

電話：０４２－７６９－８２４０ 

 メールアドレス：kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

 

 

 

提出期間  市から補助金等の額確定通知書を受領次第速やかに提出 

mailto:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
mailto:kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

